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2かさま市議会だより

第2回定例会第2回定例会

　平成20年第 2回笠間市議会定例会が、6月 2日から開催されました。初日に、会期を2日から17日までの
16日間と決めた後、請願の委員会付託や提出議案の説明が行われました。
　3日は議案調査のため休会とし、4日は議案に対する質疑を行い、所管の常任委員会に議案の審査を付託しました。
　続いて、5日と6日は本会議を休会とし、5日に総務と土木建設委員会が、6日に文教厚生と産業経済委員会が
開かれ、議案などの審査が行われました。
　12日と13日は、10名の議員が一般質問を行い、16日は、各常任委員会の委員
長から審査の経過と結果の報告を受け、討論、採決を行いました。
　なお、全議案の審議が終了したため、会期を1日繰り上げて、定例会を閉じました。

　7月 4日に第1回臨時会が開かれました。笠間市国民健康保険税条例の一部を改
正する条例など4議案を原案のとおり可決しました。

平成20年第２回笠間市議会定例会  会期日程

市税条例や長寿医療制度の改善を求める意見書など市税条例や長寿医療制度の改善を求める意見書など

19議案を原案のとおり承認・可決！19議案を原案のとおり承認・可決！

月　日 曜日 時　刻 会　議 主な内容

❶ ６月２日 月 午前 10時 本会議

開会、会議録署名議員の指名

会期の決定

請願　(付託）

議案上程・提案理由の説明

質疑・討論・採決（議案の一部）

❷ ３日 火 休　会 議案調査

❸ ４日 水 午前 10時 本会議 議案質疑・委員会付託

❹ ５日 木 休　会 常任委員会（総務・土木建設）

❺ ６日 金 休　会 常任委員会（文教厚生・産業経済）

❻ ７日 土 休　会

❼ ８日 日 休　会

❽ ９日 月 休　会 議事整理　議会運営委員会

❾ 10日 火 休　会 議事整理

10 11日 水 休　会 議事整理

11 12日 木 午前 10時 本会議 一般質問

12 13日 金 午前 10時 本会議 一般質問

13 14日 土 休　会

14 15日 日 休　会

15 16日 月 午前 10時 本会議

各委員長報告

質疑・討論・採決（議案の一部）

追加議案上程

(提案理由の説明・質疑・討論・採決）

閉会

16 17日 火
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提出議案と審議結果提出議案と審議結果

第２回定例会　提出議案　と　審議結果

議案等番号 議　　案　　名 審議結果

諮問第  1  号 人権擁護委員候補者の推薦に意見を求めることについて 原案同意 ★

諮問第  2  号 人権擁護委員候補者の推薦に意見を求めることについて 原案同意 ★

報告第  3  号 専決処分の承認を求めることについて（笠間市手数料条例の一部を改正する条例） 原案承認 ★

報告第  4  号 専決処分の承認を求めることについて（笠間市手数料条例の一部を改正する条例） 原案承認 ★

報告第  5  号 専決処分の承認を求めることについて（笠間市税条例の一部を改正する条例） 原案承認 ★

報告第  6  号 専決処分の承認を求めることについて（笠間市等公平委員会規約の一部を変更する規約） 原案承認 ★

報告第  7  号 専決処分の承認を求めることについて（平成 19年度笠間市一般会計補正予算（第 8号）） 原案承認 ★

報告第  8  号 専決処分の承認を求めることについて
（平成 19年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 5号）） 原案承認 ★

報告第  9  号 専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額を定め和解することについて） 原案承認 ★

議案第 47 号 笠間市教育委員会委員の任命に同意を求めることについて 原案同意 ★

議案第 48 号 笠間市等公平委員会委員の選任に同意を求めることについて 原案同意 ★

議案第 49 号 工事請負契約の締結について（岩間中校舎建設工事） 原案可決 ★

請願第20-1号 後期高齢者医療制度の中止・撤廃を求める請願書 不採択

議案第 50 号 笠間市監査委員条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 51 号 笠間市税条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 52 号 市道路線の認定について 原案可決

議案第 53 号 平成 20年度笠間市一般会計補正予算（第 1号）について 原案可決

議案第 54 号 平成 20年度笠間市笠間水道事業会計補正予算（第 1号）について 原案可決

委員会提出
議案第１号 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の改善を求める意見書について 原案可決

★ 6/2 議決、その他 6/16 議決

第１回臨時会（７/４）　提出議案　と　審議結果

議案等番号 議　　案　　名 審議結果

議案第 55 号 笠間市ふるさとづくり寄附条例について 原案可決

議案第 56 号 笠間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 57 号 平成 20年度笠間市国民健康保険特別会計補正予算（第 1号）について 原案可決

議案第 58 号 動産購入契約の締結について（岩間図書館書架購入） 原案可決
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議案の中から　ピックアップ！議案の中から　ピックアップ！

　6月 16日、文教厚生委員会から長寿医療制度の改善を求める意見書が追
加議案として提出されました。
　この意見書は、高齢者が安心して医療を受けることができるようにするた
めに、国等へ制度の改善を求めるものです。
　市議会は、意見書を可決し、国の関係機関へ送付しました。

長寿医療制度の改善を求める意見書を可決長寿医療制度の改善を求める意見書を可決

　　笠間市ふるさとづくり寄附条例

【目的】
笠間市のまちづくりへの共感やふるさとへの思いを抱く人々から寄附金を募り、それを財源とした基金を設置
し、個性あふれるまちづくり事業を実施するものです。

【事業の区分】
目的を具体化するための事業は次のとおりで、寄附をする方は、自らの寄附金を財源として実施する事業を指
定することができます。
　（１）まちづくり支援事業　　　（２）子ども支援事業　　　（３）芸術・文化支援事業

【優遇措置】
寄附を行った場合は、確定申告をすると 5,000 円を超える分は所得税では所得控除、住民税にあっては翌年
度の税額が一定の割合で税額控除されます。

　7月 4日の臨時会において、ふるさとづくり寄附条例が可決されました。

笠間市ふるさとづくり寄附条例を可決笠間市ふるさとづくり寄附条例を可決

　　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の改善を求める意見書

　平成18年 6月健康保険法等の一部を改正する法律により、75歳以上の後期高齢者を対象とした長寿医療制
度（後期高齢者医療制度）が、本年 4月 1日から導入された。
　この制度は、高齢者の医療費を社会全体で支える新たな公的医療保険制度として創設され、都道府県ごとに
すべての市町村の加入により設置された後期高齢者医療広域連合が運営を行っている。
　この制度が始まった 4月 1日以降、保険証の未着や保険料の徴収ミス、年金からの天引きが多くの反感を招
くなど、制度そのものへの信頼がゆらぎかねない状況となっている。
　また、保険料負担において一定の激変緩和措置が設けられたものの、被保険者の負担のあり方、及び高齢者
担当医の導入などの医療制度の改正に関し、多くの問題が指摘されている。
　国は、国民に制度の意義を十分に理解してもらうと同時に、医療保険に対する不安を払拭するための改善努
力を行う必要がある。
　よって、本市議会は、高齢者が安心して医療を受けることができるようにするため、国において、低所得者
へのより一層の配慮など、負担の軽減を図るとともに、制度導入後の状況を十分把握・検証し、改善すべき問
題点を明らかにしたうえで、早急に必要な措置を講ずるよう、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出
する。
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一般質問一般質問

　
　

滝
川
か
ら
池
野
辺
に
入
る
市
道
に

つ
い
て
、
進
捗
状
況
と
完
成
時
期
に
つ

い
て
う
か
が
う
。

　
　

都
市
建
設
部
長

　

こ
の
路
線
は
、
友
部
地
区
の
小
原
地

内
か
ら
笠
間
地
区
の
池
野
辺
地
内
を
結

ぶ
総
延
長
三
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
新
設

道
路
で
あ
る
。友
部
地
区
に
つ
い
て
は
、

既
に
用
地
測
量
が
完
了
し
て
お
り
、
土

地
改
良
区
域
内
が
、
創
設
換
地
に
よ
り

二
〇
年
度
と
二
一
年
度
に
、そ
の
他
は
、

今
年
度
中
に
、
買
収
を
完
了
さ
せ
た
い

と
考
え
て
い
る
。
笠
間
地
区
に
つ
い
て

は
、
既
に
実
施
設
計
と
用
地
測
量
が
完

了
し
て
お
り
、
本
年
度
か
ら
用
地
買
収

に
着
手
す
る
予
定
で
あ
る
。
工
事
に
つ

い
て
は
、
両
地
区
と
も
今
年
度
か
ら
着

手
し
、
二
一
年
度
に
完
成
す
る
予
定
で

あ
る
。

　
　
　

友
部
池
野
辺
間
の
市
道
に
つ
い
て

進
捗
状
況
と
完
成
時
期
は

県道真端水戸線について
　　　進捗状況と今後の計画は

メ
ー
ト
ル
に
つ
い
て
、
一
八
年
度
に
用

地
測
量
が
完
了
し
て
お
り
、
一
九
年
度

か
ら
用
地
買
収
に
着
手
し
た
。
本
年
度

も
、
引
き
続
き
用
地
買
収
を
進
め
、
買

収
が
済
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
工
事
着
手
す

る
予
定
で
あ
る
。
完
成
の
時
期
に
つ
い

て
は
、
県
事
業
の
た
め
、
は
っ
き
り
は

言
え
な
い
が
、
な
る
べ
く
早
く
全
線
が

開
通
で
き
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た

い
。

　
　

こ
の
路
線
は
、
地
元

住
民
に
と
っ
て
大
変
貴
重

な
道
路
で
あ
り
、
早
期
の

改
良
を
願
い
続
け
て
き

た
。
現
在
の
進
捗
状
況
と

今
後
の
計
画
と
完
成
時
期

に
つ
い
て
う
か
が
う
。

　
　

都
市
建
設
部
長

　

大
橋
地
区
に
つ
い
て

は
、
一
六
年
度
か
ら
改
良

工
事
に
着
手
し
て
お
り
、

一
九
年
度
で
す
べ
て
改
良

済
み
で
あ
る
。
ま
た
、
池

野
辺
地
区
に
つ
い
て
は
、

全
体
の
う
ち
、
一
六
二
〇

答 問
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一般質問一般質問

杉山一秀議員
　
　

笠
間
市
内
を
走
る
県
道
富
谷
稲
田

線
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
う
か
が
う
。

　
　

都
市
建
設
部
長

　

こ
の
路
線
は
、
県
の
単
独
事
業
で
、

平
成
五
年
度
か
ら
事
業
に
着
手
し
て
お

り
、
一
四
年
度
に
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
、

一
八
年
度
に
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
整
備

を
行
っ
た
。
今
年
度
は
、
一
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
区
間
の
工
事
を
行
う
と
の
こ
と

で
あ
る
。
今
後
は
、
ま
と
ま
っ
た
箇
所

や
見
通
し
の
き
か
な
い
場
所
を
優
先
的

に
逐
次
工
事
を
実
施
す
る
予
定
と
な
っ

て
い
る
。

　
　
　

県
道
富
谷
稲
田
線
に
つ
い
て

現
在
の
進
捗
状
況
は

　
　

今
、
少
子
化
が
大
き
な
問
題
に

な
っ
て
い
る
。
男
女
の
出
会
い
の
機
会

が
な
く
、
な
か
な
か
結
婚
で
き
な
い
人

が
増
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
市
の
結
婚

相
談
事
業
な
ど
の
実
績
と
今
後
の
計
画

に
つ
い
て
う
か
が
う
。

　
　

市
民
生
活
部
長

　

昨
年
度
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
主
催

で
出
会
い
の
パ
ー
テ
ィ
ー
が
開
催
さ

れ
、
一
四
一
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
消
防
団
員
を
対
象
と
し
た
出
会
い

の
パ
ー
テ
ィ
ー
も
開
催
さ
れ
、
昨
年
度

は
、
三
五
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。
市
は

こ
の
よ
う
な
事
業
費
の
一
部
補
助
や
Ｐ

　
　
　

結
婚
相
談
所
に
つ
い
て

も
っ
と
出
会
い
の
場
を

Ｒ
に
努
め
て
い
る
。
市
で
は
、
独
自
に

結
婚
相
談
所
の
設
置
な
ど
は
行
っ
て
い

な
い
が
、
重
要
事
務
事
業
の
一
つ
と
し

て
位
置
づ
け
て
お
り
、
本
年
度
、
出
会

い
創
出
支
援
事
業
を
予
算
化
し
た
。
事

業
の
内
容
は
、
出
会
い
創
出
支
援
事
業

に
対
す
る
助
成
金
制
度
、
県
の
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
入
会
の

助
成
金
制
度
な
ど
で

あ
る
。
今
後
も
出
会

い
の
場
を
支
援
し
、

結
婚
の
機
会
を
拡
大

し
て
い
き
た
い
。

　
　

市
独
自
の
結
婚

相
談
所
や
相
談
員
を

設
け
る
考
え
は
あ
る

の
か
。

答 問答 問答 問

問
　
　

今
の
農
業
は
、
大
型
化
し
な
け
れ

ば
収
入
の
あ
る
農
業
は
で
き
な
い
と
言

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
山

の
中
ほ
ど
、
水
田
に
し
て
も
畑
に
し
て

も
、
荒
れ
放
題
の
と
こ
ろ
が
目
立
っ
て

い
る
。
私
た
ち
の
生
命
を
守
る
農
業
こ

そ
、
優
遇
す
べ
き
だ
と
思
う
。
市
で

は
今
後
農
家
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な

手
段
で
指
導
を
し
て
い
く
の
か
う
か
が

う
。

　
　

産
業
経
済
部
長

　

長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
に
沿
っ
た
笠
間

市
農
林
業
振
興
基
本
計
画
を
定
め
、
地

産
地
消
の
推
進
、
地
場
農
産
物
の
ブ
ラ

ン
ド
化
、
消
費
拡
大
の
促
進
、
地
域
の

営
農
実
態
に
応
じ
た
担
い
手
の
育
成
、

さ
ら
に
、
農
業
農
村
の
活
性
化
を
図
る

た
め
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
積
極

的
に
進
め
、
本
市
の
実
情
に
沿
っ
た
農

業
振
興
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。

　
　

独
自
の
特
産
物
を
つ
く
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
。

　
　

産
業
経
済
部
長

　

新
し
い
も
の
を
つ
く
る
こ
と
も
大
切

で
は
あ
る
が
、
栗
な
ど
の
現
在
生
産
さ

れ
て
い
る
農
産
物
の
特
性
を
生
か
し
な

が
ら
が
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
を
目
指
し

頑
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　

農
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て

笠
間
に
ふ
さ
わ
し
い
農
業
政
策
と
は

答 問

答 問
　
　

市
民
生
活
部
長

　

既
に
稼
働
し
て
い
る
県
の
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
の
登
録
シ
ス
テ
ム
を
利
用

し
た
方
が
効
率
的
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、結
婚
相
談
員
に
つ
い
て
も
、

研
修
な
ど
の
時
間
や
経
費
を
考
え
、
県

と
の
連
携
を
推
進
し
て
い
き
た
い
。

出会いサポートセンターの入会案内

答



6かさま市議会だより

一般質問一般質問

鈴木貞夫議員

　
　

四
月
二
七
日
に
業
者
に
よ
る
七
二

区
全
域
と
近
隣
の
区
長
、
班
長
を
対
象
に

説
明
会
を
し
た
と
聞
い
た
。
こ
れ
ま
で
の

川
口
市
、
業
者
と
の
経
緯
を
う
か
が
う
。

前
回
の
質
問
の
中
で
、
な
ぜ
、
右
折

レ
ー
ン
が
で
き
る
か
の
ご
と
く
言
っ
た

の
か
、
そ
の
辺
が
不
思
議
な
の
で
、
事

実
を
ど
の
よ
う
に
つ
か
ん
だ
の
か
、
ま

た
、
市
で
は
確
認
し
て
い
た
の
か
聞
き

た
い
。
一
部
地
域
で
説
明
会
を
行
う
や

り
方
は
、
市
は
そ
れ
で
良
し
と
す
る
の

か
、
市
民
に
与
え
る
影
響
を
考
え
、
経

緯
を
含
め
、
市
民
の
意
向
を
広
く
聞
く

こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
う
か
が
う
。

　
　

市
長
公
室
長

　

事
業
者
が
五
月
一
三
日
に
開
催
内
容

等
の
資
料
を
持
参
し
た
。
笠
間
市
が
こ

の
事
業
を
了
承
し
て
い
る
と
、
誤
解
を

招
く
よ
う
な
説
明
に
つ
い
て
は
、
厳
重

注
意
を
し
た
。
川
口
市
と
事
業
者
と
の

関
係
は
、
管
理
施
行
に
関
す
る
回
答
書

で
、
提
示
条
件
が
成
立
さ
れ
て
い
な
い

状
況
か
ら
、
川
口
市
と
し
て
は
、
白
紙

状
態
と
聞
い
て
い
る
。
国
道
五
〇
号
線

右
折
レ
ー
ン
の
設
置
に
関
し
て
は
、
国

土
交
通
省
へ
正
式
な
申
請
は
さ
れ
て
い

な
い
。
場
外
車
券
場
の
設
置
許
可
は
、

経
済
産
業
大
臣
の
許
可
と
な
る
の
で
、

地
域
の
意
見
を
十
分
に
踏
ま
え
て
、
市

と
し
て
の
対
応
を
し
て
い
き
た
い
。

後期高齢者医療制度について
中止や見直し、医療給付等の問題点

合
に
全
額
免
除
の
申
し
入
れ
が
必
要
で

は
な
い
か
。
ま
た
、
市
独
自
の
全
額
免

除
を
し
た
場
合
、
該
当
者
は
何
名
に
な

る
か
。
ま
た
、必
要
な
額
は
い
く
ら
か
。

　

②
医
療
給
付
に
つ
い
て
、
笠
間
市
に

は
高
齢
者
担
当
医
は
何
人
い
る
の
か
。

月
六
〇
〇
〇
円
を
限
度
と
し
た
定
額

包
括
払
い
は
、
診
察
が
打
ち
切
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
と
い
う
が
、
そ
の
根
拠
は

ど
こ
に
あ
る
か
。
終
末
期
患
者
の
問
題

に
つ
い
て
、
市
内
二
ヶ
所
の
体
制
で
、

　
　

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
が
四
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
二
ヶ
月
、
全
国
で
戸
惑

い
や
混
乱
が
起
き
、
見
直

し
や
中
止
の
声
が
強
い
。

茨
城
県
医
師
会
も
反
対
声

明
を
発
表
し
た
。
以
下
質

問
す
る
。

　

①
保
険
料
の
問
題
に
つ

い
て
、
県
内
市
町
村
の
担

当
者
会
議
で
、
県
広
域
連

合
か
ら
「
保
険
料
の
独
自

の
減
免
を
検
討
す
る
」
と

の
話
が
あ
っ
た
と
聞
い
て

い
る
。
市
と
し
て
広
域
連

問

二
四
時
間
三
六
五
日
往
診
で
き
る
の

か
。
ま
た
、
連
絡
先
は
ど
こ
な
の
か
。

高
齢
者
全
員
に
健
康
診
査
の
通
知
を
行

う
の
か
。
七
五
歳
以
上
の
人
間
ド
ッ
ク

助
成
に
つ
い
て
、
打
ち
切
る
と
し
て
い

る
が
見
解
を
う
か
が
う
。

　
　

市
長

　

医
療
費
が
増
大
す
る
中
、
医
療
制

度
を
将
来
に
わ
た
り
維
持
す
る
た
め

に
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
開
始
さ

れ
た
が
、
政
府
は
、
趣
旨
を
説
明
す
る

責
任
を
十
分
果
た
し
て
お
ら
ず
、
混
乱

し
て
い
る
現
状
だ
と
思
う
。
主
な
問
題

点
は
、
年
金
天
引
き
や
、
低
所
得
者
に

対
す
る
軽
減
措
置
、
定
額
包
括
払
い
の

六
〇
〇
〇
円
の
不
満
で
あ
る
と
感
じ
て

い
る
。
政
府
で
は
、
軽
減
措
置
を
含
む

見
直
し
を
進
め
て
い
る
が
、
全
体
的
に

医
療
と
い
う
側
面
か
ら
取
り
組
む
べ
き

で
、
少
子
高
齢
化
社
会
の
中
、
財
源
抜

き
で
の
見
直
し
が
先
行
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
く
、
経
済
力
に
応
じ
た
受
益
者
負

担
は
必
要
と
考
え
る
。

　
　

保
健
衛
生
部
長

　

保
険
料
の
全
額
免
除
の
件
は
、
財
源

の
確
保
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
関
係
市
町

村
と
広
域
連
合
の
間
で
協
議
を
し
て
い

く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
広
域
連
合
へ

全
額
免
除
の
申
し
入
れ
や
、
市
独
自
の
全

額
免
除
は
考
え
て
い
な
い
。
年
金
収
入

年
額
一
八
万
円
未
満
の
方
は
、
二
一
一

名
、
無
年
金
者
に
つ
い
て
は
把
握
で
き

な
い
。
笠
間
市
で
高
齢
者
担
当
医
と
し

て
登
録
さ
れ
て
い
る
医
師
は
い
な
い
。

県
全
体
で
は
、
四
〇
名
が
登
録
さ
れ
て

い
る
。
定
額
包
括
払
い
の
六
〇
〇
〇
円

は
、
慢
性
疾
患
等
に
対
す
る
継
続
的
に

管
理
す
る
外
来
診
療
で
あ
る
。
在
宅
療

養
支
援
診
療
所
の
二
つ
の
医
療
機
関
は
、

社
会
保
険
事
務
局
に
届
出
し
て
い
る
も

の
で
、
患
者
本
人
が
登
録
し
て
あ
る
在

宅
療
養
支
援
診
療
所
で
あ
る
。
健
康
検

診
に
つ
い
て
は
、
全
員
に
郵
送
し
て
い

る
。
人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
に
つ
い
て
は
、

保
険
料
に
影
響
が
あ
る
の
で
、
広
域
連

合
と
協
議
が
必
要
で
あ
る
。

答 問

後期高齢者医療制度の周知用ポスター

答

　

オ
ー
ト
レ
ー
ス
場
外
車
券
売
場
に
つ
い
て

広
く
市
民
の
意
見
を
聞
く
べ
き

　
　

監
視
委
員
会
に
つ
い
て
、委
員
は
、

議
会
や
市
民
に
公
表
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
ま
た
、
一
般
市
民
か
ら
公
募
を
求

め
て
き
た
が
、
考
慮
し
た
の
か
。

　

高
温
溶
融
炉
の
排
ガ
ス
に
つ
い
て
、

監
視
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
資
料
に
、

基
準
を
超
え
る
排
ガ
ス
が
時
々
出
て
い

る
。
基
準
を
超
え
る
の
は
投
入
さ
れ
る

廃
棄
物
に
原
因
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

分
別
を
徹
底
さ
せ
て
塩
化
物
質
を
入
れ

な
い
と
い
う
広
報
を
す
る
の
か
。
塩
化

物
質
が
出
せ
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
一

般
の
家
庭
は
ど
こ
に
そ
の
ご
み
を
持
っ

て
い
け
ば
よ
い
の
か
。

　
　

市
民
生
活
部
長

　

監
視
活
動
の
公
正
性
、
中
立
性
を
確

保
す
る
観
点
か
ら
、
公
表
は
し
な
い
。

高
温
溶
融
炉
の
排
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、

法
令
の
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、安
全
性
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
。

塩
化
物
質
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
農

業
用
ビ
ニ
ー
ル
以
外
に
つ
い
て
は
受
入

れ
て
お
り
、
家
庭
の
ご
み
と
し
て
出
せ

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
広
報

は
考
え
て
い
な
い
。

　

エ
コ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
か
さ
ま
に
つ
い
て

監
視
委
員
選
出
等
の
あ
り
方
・
基
準
を
超
え
る
排
ガ
ス
問
題

答

答

問



　
　

学
校
図
書
の
蔵
書
の
数
に
学
校
間

格
差
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
昨
年

の
笠
間
市
の
図
書
購
入
は
、
小
学
校
で

八
三
九
万
円
、
中
学
校
で
は
二
〇
六
万

円
し
か
購
入
が
さ
れ
ず
、
図
書
購
入
費

が
削
減
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

図
書
の
拡
充
目
標
、
目
標
に
対
し
て
の

充
足
率
は
。
学
校
図
書
の
活
用
を
重
視

し
た
取
り
組
み
や
学
校
に
専
任
の
図
書

館
司
書
を
置
き
、
活
用
し
や
す
い
図
書

室
の
運
営
を
進
め
る
べ
き
と
思
う
が
、

見
解
を
う
か
が
う
。

答　

教
育
次
長

　

学
校
図
書
館
図
書
の
蔵
書
数
は
、
学

校
規
模
に
よ
り
異
な
る
。
新
し
い
図

書
の
整
備
は
予
算
の
範
囲
で
整
備
し
、

市
立
図
書
館
と
連
携
を
図

り
な
が
ら
進
め
て
い
き
た

い
。
図
書
の
整
備
状
況
は

学
校
図
書
館
図
書
標
準
冊

数
と
比
較
し
て
、
小
学
校

一
二
校
一
〇
〇
％
、
平
均

一
一
七
％
、
中
学
校
二
校

一
〇
〇
％
、
平
均
八
〇
％

で
、
全
国
・
県
平
均
か
ら
み

て
も
整
備
さ
れ
て
い
る
傾
向

に
あ
る
。
学
校
図
書
の
活
用

は
、
各
校
で
取
り
組
ん
で
い

る
始
業
前
の
読
書
タ
イ
ム
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
や
上

級
生
に
よ
る
読
み
聞
か
せ
等

を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
、
子
ど

も
達
に
日
常
的
に
本
と
触
れ
合
う
習
慣

を
養
っ
て
い
き
た
い
。
現
在
東
小
、
南

中
を
除
く
一
九
校
に
司
書
教
諭
を
配
置

し
、
学
校
図
書
館
の
運
営
、
読
書
活
動

の
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
専
任
司
書
の

配
置
は
困
難
な
状
況
で
あ
る
た
め
、
司

書
教
諭
を
中
心
に
読
書
事
業
を
推
進
し

て
い
き
た
い
。

　
　

中
学
生
の
読
書
量
が
少
な
い
。
中

学
生
に
対
す
る
教
育
方
針
を
う
か
が

う
。

　
　

教
育
長

　

本
市
で
も「
子
ど
も
読
書
推
進
計
画
」

を
立
て
、
読
書
活
動
や
学
校
図
書
館
の

あ
り
方
を
考
え
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　
　
　

学
校
図
書
の
拡
充
と
活
用
に
つ
い
て

子
ど
も
た
ち
が
本
と
親
し
む
環
境
を

保育行政について
　　　　保育士の正職員化を

時
に
新
規
職
員
の
採
用
は
せ
ず
、
臨
時

保
育
士
で
対
応
し
て
い
る
。
現
在
の
臨

時
嘱
託
保
育
士
を
正
職
員
に
す
る
考
え

は
な
い
。
保
育
士
に
つ
い
て
は
、
時
給

九
五
〇
円
で
、
専
門
的
業
務
の
た
め
一

般
事
務
職
員
の
時
給
七
七
〇
円
よ
り
優

遇
し
、
雇
用
条
件
に
応
じ
社
会
保
険
や

雇
用
保
険
に
加
入
、
笠
間
市
臨
時
職
員

雇
用
等
管
理
規
程
等
に
基
づ
き
休
暇
を

与
え
て
い
る
。

　
　

現
在
保
育
に
当
た
っ

て
い
る
保
育
士
の
身
分

は
、
五
七
％
が
臨
時
嘱
託

職
員
で
あ
り
、
不
安
定
雇

用
に
な
っ
て
い
る
。
正
職

員
の
採
用
と
現
在
の
臨
時

嘱
託
職
員
の
正
職
員
化
、

保
育
士
の
待
遇
、
格
差

の
改
善
、
業
績
手
当
の
支

給
、
正
職
員
に
な
る
ま
で

の
間
、
臨
時
嘱
託
職
員
の

時
給
一
〇
〇
〇
円
以
上
に

す
る
こ
と
を
求
め
る
。

　
　

福
祉
部
長

　

現
在
、
正
職
員
の
退
職

答 問

　
　

笠
間
市
は
人
口
の
減
少
傾
向
が
続

い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
笠
間
市
水

道
事
業
基
本
計
画
案
で
は
、
平
成
二
八

年
度
の
人
口
は
増
加
と
推
定
し
、
給
水

量
は
、
平
成
一
八
年
度
の
実
績
に
比
べ

一
・
六
六
倍
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

過
大
な
見
積
も
り
で
は
な
い
か
。
そ
の

積
算
根
拠
に
つ
い
て
う
か
が
う
。
県
水

の
契
約
水
量
は
霞
ケ
浦
導
水
事
業
の
完

成
時
に
は
、
現
在
の
二
倍
以
上
の
日
量

二
万
一
九
五
〇
立
法
メ
ー
ト
ル
に
な
っ

て
い
る
。
今
回
の
市
水
道
事
業
計
画
案

で
は
、
日
量
三
万
六
五
〇
〇
立
法
メ
ー

ト
ル
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
水
源
の

内
訳
、
県
水
の
契
約
水
量
、
地
下
水
の

利
用
水
量
に
つ
い
て
う
か
が
う
。
過
大

な
需
要
や
人
口
見
積
も
り
を
想
定
し
た

計
画
の
見
直
し
と
県
水
の
契
約
水
量
の

変
更
を
求
め
、
そ
の
見
解
を
う
か
が
う
。

　
　

上
下
水
道
部
長

　

人
口
推
計
は
笠
間
市
総
合
計
画
の
数

値
を
使
用
し
て
い
る
。
給
水
量
推
定
の

根
拠
は
、
推
計
し
た
人
口
に
一
人
当
た

り
の
給
水
量
を
乗
じ
て
生
活
用
水
量
を

予
測
し
、
業
務
、
営
業
及
び
工
場
用
は

将
来
水
量
を
推
計
し
て
お
り
、
過
大
な

見
積
も
り
は
し
て
い
な
い
。
平
成
二
八

年
度
の
日
最
大
予
測
三
万
六
五
〇
〇

立
法
メ
ー
ト
ル
の
水
源
は
、
県
水

二
万
三
九
三
三
立
法
メ
ー
ト
ル
、
地
下

水
一
万
二
五
九
九
立
法
メ
ー
ト
ル
で
想

定
し
て
い
る
。
基
本
計
画
案
に
つ
い
て

は
、
現
在
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実

施
し
て
い
る
。

　
　
　

水
道
行
政
に
つ
い
て

過
大
な
計
画
の
見
直
し
を

答 問

答

問

7 かさま市議会だより

一般質問一般質問

横倉きん議員

子どもたちが利用する学校の図書室

答 問

　
　

こ
の
制
度
に
対
す
る
市
民
の
声
を

聞
き
、
ま
た
、
市
民
の
暮
ら
し
を
把
握

し
て
い
る
の
か
。
市
が
、
茨
城
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
に
市
民
の
声
を
届

け
、
国
、
県
、
広
域
連
合
に
、
制
度
の
廃

止
を
求
め
る
意
見
書
を
出
す
こ
と
を
求

め
る
。
六
五
歳
か
ら
七
五
歳
の
重
度
心

身
障
害
者
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
加

入
、
未
加
入
に
関
係
な
く
、
マ
ル
福
の
医

療
費
助
成
を
継
続
す
る
よ
う
県
に
求
め

る
べ
き
で
は
な
い
か
見
解
を
う
か
が
う
。

　
　

保
健
衛
生
部
長

　

こ
の
制
度
に
対
す
る
市
民
か
ら
の
声

は
広
域
連
合
へ
も
伝
え
て
い
る
。
市
と

し
て
は
、
国
、
県
、
広
域
連
合
に
こ
の

制
度
の
廃
止
を
求
め
る
意
見
書
を
出
す

こ
と
は
な
い
。
マ
ル
福
の
扱
い
は
、
四

月
一
日
か
ら
六
五
歳
以
上
で
マ
ル
福
を

受
給
す
る
場
合
は
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
へ
の
加
入
が
条
件
と
な
り
、
県
は
今

後
市
町
村
と
意
見
を
交
換
し
て
い
く
と

の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

制
度
の
廃
止
を
求
め
る
意
見
書
を

問

答
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岩
間
工
業
団
地
内
の
道
路
の
信
号

機
の
設
置
を
昨
年
三
月
に
要
望
し
た

が
、
そ
の
後
の
進
捗
状
況
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
昨
年
は
旧

岩
間
地
区
の
吉
岡
地
区
と
Ｂ
＆
Ｇ
総
合

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
入
り
口
に
２
基
の
信
号

機
が
設
置
さ
れ
た
が
、
信
号
機
設
置
状

況
に
つ
い
て
う
か
が
い
た
い
。

　
　

市
民
生
活
部
長

　

こ
の
交
差
点
は
、
信
号
機
設
置
の
要

望
を
以
前
よ
り
続
け
て
い
る
が
、
通
勤

時
間
帯
の
交
通
量
は
多
い
も
の
の
、
昼

間
の
交
通
量
は
少
な
い
こ
と
な
ど
の
理

由
に
よ
り
、
設
置
に
は
至
っ
て
い
な
い

と
思
わ
れ
る
。
市
内
の
信
号
機
の
設
置

各小中学校の公用車の配車について
全小中学校に公用車を

は
、
旧
市
町
の
公
用
車
の
配
置
計
画
が

な
か
っ
た
の
で
、
独
自
の
方
法
に
よ
っ

て
対
応
し
て
い
た
。
今
後
、
市
で
は
、

そ
の
必
要
性
や
公
平
な
職
場
環
境
を
確

立
す
る
う
え
で
も
、
配
置
が
さ
れ
て
い

な
い
笠
間
、
友
部
地
区
の
小
中
学
校
へ

計
画
的
に
配
車
す
る
。
本
年
度
は
、
笠

間
地
区
の
東
小
学
校
、
友
部
地
区
の

北
川
根
小
学
校
に
配
置
す
る
予
定
で
あ

る
。
な
お
、
教
職
員
は
、
県
に
公
用
車

の
手
続
を
と
り
、
私
有
の
自
動
車
を
公

　
　

岩
間
地
区
の
小
中
学

校
に
は
公
用
車
が
配
車
さ

れ
て
い
る
が
、
旧
笠
間
地

区
、
旧
友
部
地
区
の
小
中

学
校
に
は
公
用
車
が
配
車

さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ

か
。
ま
た
公
用
車
の
代
用

は
ど
の
よ
う
に
し
て
き
た

の
か
う
か
が
う
。

　
　

教
育
次
長

　

岩
間
地
区
の
小
中
学
校

の
公
用
車
は
、
合
併
前
、

旧
岩
間
町
で
配
置
さ
れ
た

も
の
で
、
笠
間
、
友
部
地

区
の
小
中
学
校
に
つ
い
て

用
車
と
し
て
の
扱
い
を
し
て
い
る
。

　
　

私
有
の
自
動
車
を
使
っ
て
何
か
起

き
て
か
ら
で
は
間
に
合
わ
な
い
。
一
刻

も
早
く
全
部
の
学
校
に
配
車
を
す
る
べ

き
で
は
な
い
か
。

　
　

教
育
長

　

公
用
車
は
学
校
に
も
是
非
必
要
だ
と

思
っ
て
お
り
、
で
き
れ
ば
早
い
時
期
に
各

学
校
に
配
置
で
き
る
よ
う
に
、
教
育
委

員
会
と
し
て
も
努
力
を
し
て
い
き
た
い
。

問

岩
間
工
業
団
地
内
の
道
路
の
信
号
機
に
つ
い
て

そ
の
後
の
進
捗
状
況
は

答

一般質問一般質問

町田征久議員

問答

問
　
　

笠
間
市
の
世
帯
数
二
万
八
五
九
三

世
帯
の
う
ち
、
行
政
区
に
未
加
入
世
帯

は
何
戸
あ
る
の
か
。
未
加
入
世
帯
に
対

す
る
市
か
ら
の
お
知
ら
せ
な
ど
を
ど
の

よ
う
に
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
ご
み
等

の
処
理
は
ど
の
よ
う
に
指
導
し
、
ご
み

の
相
談
が
、
未
加
入
者
か
ら
は
今
ま
で

に
何
件
あ
っ
た
か
。

　
　

総
務
部
長

　

本
年
五
月
一
日
現

在
、
行
政
区
へ
の
未
加

入
世
帯
は
、
友
部
地

区
が
二
一
八
九
世
帯
、

笠
間
地
区
が
五
〇
五

世
帯
、
岩
間
地
区
が

一
四
三
九
世
帯
、
合
計

で
四
一
三
三
世
帯
と

な
っ
て
い
る
。
未
加
入

世
帯
の
大
半
へ
は
、
行

政
文
書
が
配
布
さ
れ

て
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。
広
報
紙
な
ど

は
本
所
の
総
合
案
内
や

各
支
所
、
公
民
館
な

ど
三
三
ヶ
所
に
配
置

し
、
未
加
入
の
方
で
も

入
手
し
や
す
い
よ
う
努
め
て
い
る
。
さ

ら
に
、
本
年
六
月
発
行
分
か
ら
は
、
市

内
二
七
ヶ
所
の
医
療
機
関
の
待
合
室
に

配
置
し
て
い
る
。
な
お
、
区
長
の
協
力

に
よ
り
、
未
加
入
世
帯
へ
も
行
政
文
書

を
配
布
し
て
い
る
地
区
や
区
長
宅
に
取

り
に
来
て
も
ら
う
方
法
で
渡
し
て
い

問
　
　
　

行
政
区
へ
の
未
加
入
世
帯
に
つ
い
て

各
支
所
に
未
加
入
世
帯
用
の
ゴ
ミ
集
積
所
を

る
地
区
も
あ
る
。
一
方
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
、
広
報
紙
な
ど
で
き
る
だ
け

多
く
の
情
報
を
掲
載
し
、
よ
り
多
く
の

方
に
情
報
が
伝
達
で
き
る
よ
う
努
め
て

い
る
。
次
に
、
家
庭
内
か
ら
排
出
さ
れ

る
ご
み
は
市
内
に
二
四
三
〇
ヶ
所
の
集

積
所
が
設
置
さ
れ
、
収
集
を
行
っ
て
い

る
。
行
政
区
に
未
加
入
の
世
帯
は
、
区

長
な
ど
と
相
談
の
上
、
そ
の
同
意
が
得

ら
れ
れ
ば
、
地
区
の
指
定
集
積
所
を
利

用
し
て
い
る
。
同
意
が
得
ら
れ
ず
に
地

区
の
指
定
集
積
所
を
利
用
で
き
な
い
場

合
は
、
友
部
、
岩
間
地
区
の
方
は
笠
間
・

水
戸
環
境
組
合
へ
、
笠
間
地
区
の
方
は

エ
コ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
か
さ
ま
に
自
己
搬

入
し
て
い
る
。
ご
み
の
相
談
件
数
は
、

答

答

区長を通して配布される行政文書

状
況
は
、
一
七
年
度
に
四
ヶ
所
、
一
八

年
度
に
は
二
ヶ
所
、
一
九
年
度
に
は

四
ヶ
所
設
置
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
学
校

や
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
付
近
な
ど
の
新

設
道
路
、
幹
線
道
路
に
設
置
さ
れ
て
い

る
。
信
号
機
の
要
望
は
、
年
一
回
市
長

か
ら
笠
間
警
察
署
に
要
望
書
を
提
出
し

て
い
る
。
設
置
に
つ
い
て
は
、
警
察
庁

の
信
号
機
設
置
の
指
針
に
基
づ
き
、
県

の
公
安
委
員
会
が
事
前
に
交
通
量
、
交

通
事
故
発
生
状
況
な
ど
を
調
査
分
析

し
、
総
合
的
に
判
断
を
し
て
い
る
。
今

後
も
、
引
き
続
き
要
望
活
動
を
し
て
い

き
た
い
。

合
併
し
て
か
ら
三
件
で
あ
る
。

　
　

各
支
所
に
一
ヶ
所
、
未
加
入
世
帯

の
た
め
の
ゴ
ミ
集
積
所
を
置
い
て
は
ど

う
か
。

　
　

市
長

　

区
長
に
は
、
住
民
の
窓
口
と
し
て
い

ろ
い
ろ
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
、

区
長
制
度
そ
の
も
の
は
大
変
重
要
だ
と

思
っ
て
い
る
。
た
だ
、
行
政
区
に
未
加

入
の
方
が
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
の

も
事
実
で
あ
り
、
未
加
入
の
方
と
役
所

と
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
関
係
を
ど
う
し

て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
課
題
と
し

て
重
々
承
知
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
中

で
ご
み
の
対
応
も
考
え
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

問答
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変
有
意
義
な
提
言
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い

る
。
①
高
齢
化
社
会
の
な
か
で
今
後
の
市

立
病
院
の
役
割
の
提
言
は
重
要
で
あ
っ
た

と
評
価
し
て
い
る
。
②
指
定
管
理
者
制
度

の
導
入
に
つ
い
て
は
、
経
営
形
態
の
一
つ

だ
と
思
っ
て
い
る
。
雇
用
問
題
に
つ
い
て

は
、
職
員
に
不
安
を
与
え
な
い
よ
う
適
正

な
時
点
に
説
明
し
て
い
く
。
③
「
赤
字
問

題
」
ー
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
が
年
平
均

八
〇
〇
〇
万
円
程
度
で
あ
り
、
経
営
の
改

善
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。「
医
師
不
足
問

題
」
ー
あ
と
一
人
の
医
師
の
確
保
に
取
り
組

ん
で
い
る
が
、
医
師
不
足
の
な
か
で
は
な
か

な
か
難
し
い
状
況
。「
経
営
責
任
」
ー
市
立

病
院
の
設
置
者
は
市
長
で
あ
り
、
責
任
は

十
分
認
識
し
て
い
る
。「
施
設
の
老
朽
化
」ー

近
い
将
来
施
設
改
修
な
ど
に
投
資
が
必
要

で
あ
り
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。

　
　

保
健
衛
生
部
長

　

④
「
公
立
病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

で
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
平
成
二
〇

年
度
ま
で
に
「
公
立
病
院
改
革
プ
ラ
ン
」
の

策
定
を
求
め
て
い
る
が
、
来
年
三
月
ま
で
に

市
の
方
針
を
決
定
し
て
い
く
。
今
後
の
体
制

は
、
経
営
診
断
や
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
、
市
立

病
院
の
患
者
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
実
施
し
、

そ
の
後
関
係
機
関
と
協
議
を
図
り
な
が
ら

進
め
て
い
く
。ま
た「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」で
は
、

公
立
病
院
の
主
な
機
能
と
し
て
過
疎
地
に

お
け
る
医
療
・
救
急
等
不
採
算
部
門
・
高
度

先
進
医
療
・
医
師
派
遣
拠
点
機
能
の
四
つ
が

例
示
さ
れ
て
い
る
が
、
市
立
病
院
は
い
ず

れ
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。

し
か
し
提
言
通
り
「
在
宅
医
療
の
後
方
支

援
病
院
」
と
し
て
県
立
中
央
病
院
や
市
内

医
療
機
関
と
連
携
し
「
高
齢
者
医
療
の
キ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
的
な
機
能
を
担
う
」
こ
と
で

整
合
性
が
図
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　

地
方
法
公
営
企
業
法
で
は
、
医
業
収

益
に
よ
っ
て
負
担
す
る
の
が
適
当
で
な
い
支

出
は
一
般
会
計
か
ら
も
負
担
し
て
よ
い
と
い

う
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
昨
年
度
の

繰
入
金
か
ら
そ
の
基
準
内
の
も
の
を
省
く

と
六
〇
〇
〇
万
円
に
な
る
。
さ
ら
に
公
立

病
院
を
持
っ
て
い
る
自
治
体
に
は
普
通
交

付
税
の
交
付
金
が
出
て
お
り
、
そ
れ
を
引

く
と
四
五
三
三
万
円
に
な
る
。
こ
れ
が
本
来

医
療
事
業
に
よ
っ
て
賄
う
べ
き
と
こ
ろ
を
一

般
会
計
か
ら
補
て
ん
し
て
い
る
金
額
で
あ

り
、
正
確
に
伝
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
さ

ら
に
診
療
報
酬
が
二
〇
〇
二
年
度
、
と
く

に
二
〇
〇
六
年
度
は
三
・一
六
％
切
り
下
げ

ら
れ
た
。
一
人
の
看
護
師
が
七
人
の
患
者
を

看
て
一
九
日
以
内
の
入
院
を
し
た
場
合
は
、

一
五
五
五
円
診
療
報
酬
が
払
わ
れ
る
が
、
一

人
の
看
護
師
が
十
三
人
の
患
者
を
看
て
二
四

日
間
入
院
し
た
場
合
は
、
一
〇
九
二
円
し
か

払
わ
れ
な
い
。
多
く
の
看
護
師
で
少
な
い

人
数
を
看
て
短
い
期
間
で
退
院
さ
せ
た
方

が
診
療
報
酬
は
高
い
。
こ
う
い
う
診
療
報
酬

の
改
定
が
問
題
で
あ
り
、
市
立
病
院
の
経
営

形
態
が
民
間
や
指
定
管
理
者
に
な
っ
て
も
、

四
五
三
三
万
円
の
赤
字
を
克
服
す
る
の
は
構

造
的
に
不
可
能
。
若
い
臨
床
医
の
統
計
に

よ
る
と
、
昔
は
大
学
に
残
っ
て
博
士
号
を
取

る
の
が
ス
テ
ー
タ
ス
だ
っ
た
が
、
今
は
約
八

割
以
上
が
で
き
る
だ
け
多
く
の
患
者
の
治

療
を
し
な
が
ら
症
例
を
集
め
て
、
専
門
医

や
認
定
医
の
資
格
を
取
り
た
い
と
思
っ
て
い

市立病院について
問われるのは経営形態ではなく「地域医療」の観点

（
総
務
省
）
と
の
関
係
を
含
め
た
今
後
の
検

討
日
程
と
体
制
に
つ
い
て
。

　
　

市
長

　

こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
地
域
医
療
に
対

し
て
の
有
識
者
の
方
々
の
議
論
に
よ
る
大

　
　
「
笠
間
市
立
病
院
の
あ

り
方
検
討
委
員
会
」
の
提
言

で
は
、
市
立
病
院
が
果
た
す

べ
き
役
割
に
つ
い
て
「
急
性

期
と
在
宅
の
後
方
支
援
」「
高

齢
者
医
療
の
キ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
的
な
機
能
を
担
う
」

と
し
た
上
で
、「
指
定
管
理

者
制
度
の
導
入
が
妥
当
」
と

い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る

が
、
市
長
は
ど
の
よ
う
に
評

価
し
て
い
る
の
か
、
四
点
に

つ
い
て
う
か
が
う
。
①
市
立

病
院
が
果
た
す
べ
き
役
割
に

つ
い
て
、
②
指
定
管
理
者
制

度
の
導
入
の
現
実
性
と
職
員

の
雇
用
に
つ
い
て
、
③
「
赤

字
問
題
」、「
医
師
不
足
問
題
」、

「
経
営
責
任
」、「
施
設
の
老
朽

化
」
に
つ
い
て
、
④
「
公
立

病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

答

問

一般質問一般質問

石松俊雄議員

問

る
。
市
立
病
院
で
や
っ
て
い
る
在
宅
・
訪
問

診
療
を
中
心
に
し
た
医
療
事
業
は
こ
れ
に

相
応
し
い
。
そ
う
い
う
こ
と
も
踏
ま
え
て
医

師
不
足
問
題
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
東
海
病
院
が
八
十

床
に
増
や
し
て
指
定
管
理
者
を
と
っ
た
が
、

医
者
も
職
員
も
集
ま
ら
な
く
て
四
十
床
し

か
開
い
て
い
な
い
。
指
定
管
理
者
に
し
て
も

医
者
が
揃
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
事
実
と

し
て
示
さ
れ
て
い
る
。「
笠
間
市
と
し
て
急

性
期
か
ら
在
宅
期
へ
の
切
れ
目
、
狭
間
を

補
う
病
院
と
し
て
市
立
病
院
が
必
要
だ
と

い
う
こ
と
を
県
に
対
し
て
も
っ
と
強
く
プ
ッ

シ
ュ
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
う

こ
と
が
検
討
委
員
会
委
員
か
ら
助
言
さ
れ

て
い
る
が
、
地
域
医
療
の
市
の
ビ
ジ
ョ
ン
を

抜
き
に
市
立
病
院
の
存
続
の
結
論
は
出
せ

な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　

市
長

　

赤
字
の
金
額
的
な
細
か
い
内
訳
に
つ
い

て
は
、
も
う
少
し
詳
し
く
分
け
て
示
し
て
い

き
た
い
。
民
間
が
や
っ
た
か
ら
即
赤
字
が
解

消
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い

と
思
う
が
、
少
な
く
と
も
公
的
な
も
の
よ

り
は
経
営
努
力
は
図
ら
れ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
　

市
立
病
院
の
職
員
は
地
域
医
療
に
な

ん
と
か
貢
献
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
う

い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
大
事
に
し
な
が
ら

病
院
の
経
営
形
態
の
変
更
を
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
中
央
病
院
は

二
次
救
急
（
入
院
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

患
者
）
を
筑
西
や
那
珂
市
の
方
か
ら
も
受

け
入
れ
て
い
る
た
め
、
一
次
救
急
（
一
般
の

救
急
）が
パ
ン
ク
寸
前
に
な
っ
て
い
る
。
放
っ

て
お
く
と
中
央
病
院
が
政
策
医
療
に
特
化

さ
れ
て
し
ま
い
、
笠
間
の
救
急
患
者
が
市

外
の
遠
く
の
病
院
に
行
か
ざ
る
を
得
な
く

な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
い
う
問
題
も

含
め
て
笠
間
市
独
自
の
「
地
域
医
療
計
画
」

を
議
論
し
た
上
で
市
立
病
院
の
経
営
形
態

の
結
論
を
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

市
長

　

今
市
立
病
院
の
果
た
し
て
い
る
在
宅
を

中
心
と
し
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
、
経
営
形
態

が
変
わ
っ
て
も
維
持
し
て
い
く
べ
き
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
る
。
熱
意
を
も
っ
て
、
職

員
は
取
り
組
ん
で
お
り
頭
が
下
が
る
。
現

場
の
考
え
方
や
今
ま
で
の
関
係
を
含
め
て

十
分
話
を
う
か
が
い
な
が
ら
、
経
営
形
態

を
決
定
し
て
い
き
た
い
。
県
の
「
保
健
医
療

計
画
」
が
上
位
計
画
で
、「
地
域
医
療
計
画
」

は
市
町
村
で
は
ほ
と
ん
ど
作
っ
て
い
な
い
。

県
の
保
健
医
療
計
画
の
な
か
で
地
域
の
医

療
は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

な
が
ら
市
立
病
院
の
あ
り
方
を
決
め
て
い

き
た
い
。

答

議論が交わされるあり方検討委員会

答

答 問
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学校の統廃合と学区の見直しについて
笠間市の学校教育の理想とは

き
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
の
点

に
つ
い
て
う
か
が
う
。

　

①
児
童
生
徒
の
減
少
に
伴
い
、
市
内

各
校
舎
の
利
用
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
。

　

②
教
育
施
設
に
つ
い
て
耐
震
構
造
な

ど
の
安
全
性
の
確
認
は
ど
の
程
度
理
解

し
て
い
る
か
。

　

③
少
子
化
に
対
す
る
学
区
編
成
の
見

　
　

国
を
あ
げ
て
教
育

改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る

折
、
少
子
化
が
加
速
し
高

齢
化
社
会
が
形
成
さ
れ
た

昨
今
、
国
づ
く
り
に
教
育

改
革
が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
地
方

に
お
い
て
、
地
域
づ
く
り

に
あ
っ
て
も
教
育
は
重
要

な
課
題
と
し
て
即
刻
議
論

さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
少
人
数

に
対
応
す
べ
く
学
校
経
営

の
現
場
で
は
、
必
ず
し
も

充
実
し
た
教
育
が
実
行
さ

れ
て
い
る
か
疑
問
視
す
る

声
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で

直
し
に
つ
い
て
関
係
す
る
各
機
関
と
の

調
整
及
び
動
向
な
ど
に
つ
い
て
。

　

④
現
在
に
お
け
る
教
育
委
員
会
の
実

務
及
び
実
態
に
つ
い
て
。

　

⑤
学
校
長
の
実
務
、
実
態
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。

　

⑥
我
が
市
に
お
け
る
教
育
機
構
改
革

の
必
要
性
に
つ
い
て
。　
　

　

⑦
笠
間
市
に
お
け
る
学
校
教
育
の
理

想
に
つ
い
て
。

　
　

教
育
次
長

　

①
児
童
生
徒
数
の
減
少
に
伴
う
空
き

教
室
の
多
目
的
利
用
は
、
二
一
校
で
平
均

三
・
三
室
で
あ
り
、
多
目
的
教
室
が
一
〇

校
、
会
議
室
が
八
校
、
生
活
科
室
が
七

校
の
ほ
か
、
学
習
指
導
室
、
少
人
数
学

級
な
ど
に
使
用
し
て
い
る
。

　
　

総
務
部
長

　

②
笠
間
市
が
管
理
し
て
い
る
教
育
施

設
は
、
四
六
施
設
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、

昭
和
五
六
年
以
前
の
建
物
で
、
法
律
に

基
づ
く
耐
震
化
の
努
力
義
務
施
設
が
、

今
年
度
か
ら
整
備
を
行
う
岩
間
中
学
校

校
舎
を
含
め
て
一
八
施
設
あ
る
。
計
画
に

基
づ
き
耐
震
診
断
を
行
い
、
施
設
整
備

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
　

教
育
長

　

③
県
が
策
定
し
た
基
準
に
よ
る
と
、

小
学
校
は
一
学
年
二
学
級
以
上
、
中
学

校
は
三
学
級
以
上
が
適
正
規
模
で
あ
る

と
し
て
お
り
、
本
市
で
は
、
小
学
校
一
四

校
中
六
校
、
中
学
校
は
七
校
中
三
校
が
、

こ
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
学
校
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
将
来
の
児
童
生
徒
数
の

推
移
や
充
実
し
た
教
育
環
境
と
い
う
視

点
で
新
た
な
適
正
配
置
に
つ
い
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　

教
育
次
長

　

④
教
育
委
員
会
は
、
教
育
行
政
の
基

本
方
針
や
重
要
施
策
等
に
つ
い
て
審
議

し
、
意
思
を
決
定
す
る
合
議
制
の
執
行

機
関
で
あ
る
。
五
人
の
委
員
で
組
織
さ

れ
月
に
一
回
の
定
例
会
や
年
数
回
の
臨
時

会
及
び
教
育
施
設
訪
問
を
行
っ
て
い
る
。

　

⑤
校
長
は
、
教
育
活
動
、
学
校
の
施

設
設
備
、
学
校
の
事
務
、
教
職
員
の
人

事
に
関
す
る
こ
と
や
教
育
委
員
会
と
の

連
絡
調
整
な
ど
の
実
務
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
児
童
生
徒
の
問
題
行
動
へ
の
対

処
な
ど
数
多
く
の
問
題
の
解
決
に
当

た
っ
て
い
る
。

　
　

教
育
長

　

⑥
国
の
教
育
改
革
や

地
方
分
権
の
流
れ
の
中

で
、
本
市
で
も
教
育
機
構

の
改
革
の
必
要
性
が
出
て

き
た
。
市
独
自
の
教
育
機

構
改
革
に
つ
い
て
は
、
法

律
や
国
の
教
育
に
対
す

る
動
向
、
市
民
の
ニ
ー
ズ

な
ど
幅
広
い
観
点
か
ら

検
討
し
、
進
め
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。

　

⑦
笠
間
市
の
学
校
教

育
の
理
想
像
と
し
て
は
、

地
域
社
会
で
支
え
ら
れ
、

育
て
ら
れ
た
と
い
う
思

い
を
、
子
供
た
ち
の
一
人

一
人
の
心
の
中
に
培
え
る

よ
う
な
学
校
経
営
が
で

問

答

一般質問一般質問

西山　猛議員

答答

答 答

き
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　
　

今
、
耐
震
問
題
は
、
非
常
に
悲
惨

な
実
情
が
、世
界
各
地
で
起
こ
っ
て
い
る
。

調
査
が
終
わ
っ
て
、
そ
の
結
果
が
専
門

家
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
な
ぜ
岩
間
中
体
育
館
の
耐
震
問

題
に
触
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
か
。

　
　

総
務
部
長

　

岩
間
中
学
校
の
体
育
館
は
、
昭
和

四
五
年
に
建
設
さ
れ
、
三
八
年
を
経
過

し
て
い
る
。
耐
震
診
断
の
結
果
、
耐
震

補
強
工
事
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
既
に
実
施
設
計
が
完
了
し
、
平
成

二
二
年
度
実
施
に
向
け
進
め
て
い
く
計

画
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

今
後
、
学
校
の
統
廃
合
に
つ
い
て

特
別
委
員
会
な
ど
を
つ
く
る
考
え
は
あ

答

る
の
か
。
あ
わ
せ
て
、
教
育
に
関
す
る

補
助
関
係
の
予
算
の
う
ち
、
近
年
の
事

情
で
補
助
対
象
な
ど
に
変
化
が
あ
れ
ば

う
か
が
い
た
い
。

　
　

教
育
長

　

検
討
委
員
会
な
ど
に
つ
い
て
は
、
考

え
て
い
る
が
、
具
体
的
な
も
の
に
つ
い
て

は
研
究
中
で
あ
る
。
補
助
関
係
に
つ
い

て
は
、
県
は
支
援
を
す
る
と
言
っ
て
い
る

が
、
具
体
的
に
は
、
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
。

　
　

合
併
後
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
垣
根

を
外
す
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
一
番
最

短
な
の
は
、
学
区
の
見
直
し
で
は
な
い
の

か
。
よ
っ
て
学
区
の
見
直
し
は
、
行
政
や

教
育
委
員
会
の
担
い
手
が
先
頭
に
立
っ

て
進
め
る
べ
き
一
つ
の
課
題
だ
と
思
う
。

　

最
後
に
笠
間
市
の
学
校
教
育
の
理
想

を
も
う
一
度
う
か
が
う
。

　
　

教
育
長

　

よ
り
よ
い
子
ど
も
た
ち
が
育
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
は
市
民
の
願
い
で
あ
り
、

将
来
の
笠
間
市
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と

で
も
あ
る
。
市
と
し
て
、
ま
た
、
教
育

行
政
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
ど
う
い
う

教
育
環
境
を
子
ど
も
た
ち
に
提
供
し
て

い
け
ば
よ
い
の
か
を
慎
重
に
考
え
な
が

ら
、
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

　
　

市
長

　

教
育
の
重
要
性
と
い
う
の
は
、
我
々

大
人
が
し
っ
か
り
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
改
め
て
認
識
し
て
い
る
。

少
子
化
が
進
ん
で
い
く
中
で
、
今
後
の

笠
間
市
の
学
区
の
状
況
な
ど
を
改
め
て

検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

少子化により多目的教室として利用されている空教室

答答

問問

答問
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備
品
の
貸
し
出
し
の
制
度
化
」、「
少
子

化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
組
織
化
」、

「
不
妊
治
療
費
助
成
制
度
の
創
設
」、「
特

定
不
妊
治
療
に
対
す
る
補
助
上
乗
せ
と

範
囲
の
拡
大
」
で
あ
る
。

　
　

職
員
の
意
識
の
高
揚
に
は
、
信
賞

必
罰
が
挙
げ
ら
れ
、
行
政
へ
の
参
加
意

識
を
植
え
つ
け
る
第
一
歩
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
市
長
は
ど
う
考
え
て
い
る

か
。

　
　

市
長

　

職
員
の
提
案
制
度
は
、
所
属
の
枠
を

超
え
て
、
い
ろ
い
ろ
な
政
策
を
ど
う
し

て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
議
論
し
た
こ

と
に
よ
り
組
織
の
活
性
化
に
つ
な
が
っ

た
と
思
っ
て
い
る
。

職員表彰規定について
制度の活用により職員の意識改革を

す
る
特
に
優
れ
た
提
案
ま
た
は
改
善

を
行
っ
た
職
員
ま
た
は
組
織
」
へ
の
提

案
が
一
五
件
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
推

薦
一
件
、
提
案
五
件
を
表
彰
し
た
。
推

薦
表
彰
は
、
市
民
活
動
課
ま
ち
づ
く
り

グ
ル
ー
プ
が
、
新
規
事
業
と
し
て
「
市

民
活
動
助
成
事
業
、
公
用
車
の
貸
し
出

し
事
業
」
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
る
表

彰
で
、
提
案
表
彰
さ
れ
た
五
件
の
内
容

は
、「
窓
口
サ
ー
ビ
ス
ア
ン
ケ
ー
ト
の

実
施
」、「
備
品
と
情
報
の
共
有
化
及
び

　
　

笠
間
市
に
お
い
て
、

職
員
の
表
彰
規
程
、
提
案

に
関
す
る
要
綱
が
あ
る

が
、
こ
れ
ま
で
に
表
彰

し
た
職
員
の
数
と
そ
の
提

案
内
容
に
つ
い
て
う
か
が

う
。

　
　

市
長
公
室
長

　

表
彰
対
象
の
項
目
別
件

数
は
、「
重
要
な
政
策
的

ま
た
は
先
駆
的
な
事
務
事

業
の
遂
行
に
優
れ
た
成
果

を
修
め
た
職
員
ま
た
は

組
織
」
の
推
薦
が
一
件
、

「
事
務
能
率
の
改
善
に
資

答

答

問

　
　

市
が
発
行
す
る
各
種
の
広
報
紙
・

情
報
紙
に
つ
い
て
職
員
の
汗
の
に
お
い

が
感
じ
ら
れ
な
い
。
原
案
を
作
成
し
て

か
ら
印
刷
業
者
に
渡
る
ま
で
の
経
過

は
。
ま
た
、
市
長
、
副
市
長
か
ら
指
示

は
あ
る
の
か
。

　
　

市
長
公
室
長

　

原
案
を
関
係
各
課
か
ら
起
案

決
裁
に
基
づ
き
秘
書
課
で
編
集

す
る
。
で
き
上
が
っ
た
原
稿
は
、

印
刷
業
者
に
依
頼
し
、
校
正
用
の

編
集
案
を
作
成
し
、
担
当
課
の
確

認
、
訂
正
を
経
て
印
刷
に
入
る
。

編
集
に
つ
い
て
は
、
市
長
か
ら
ど

の
時
期
に
ど
ん
な
記
事
を
掲
載

す
べ
き
か
、
随
時
具
体
的
な
指
示

を
受
け
て
い
る
。
副
市
長
か
ら

は
、
編
集
方
法
や
校
正
な
ど
の
指

示
を
受
け
て
い
る
。

　
　

市
民
が
知
り
た
い
こ
と
に

耳
を
傾
け
て
い
な
い
。
今
後
、
改

善
策
を
考
え
て
い
る
の
か
う
か

が
う
。

　
　

市
長

　

広
報
紙
、
計
画
書
は
、
見
る
側
の
立

場
に
立
っ
て
見
や
す
く
作
る
べ
き
と
、

基
本
的
に
思
う
。
こ
れ
か
ら
も
市
民
の

意
向
を
十
分
に
と
ら
え
て
、
作
成
し
て

い
く
。

　
　
　

市
発
行
の
広
報
紙
に
つ
い
て

市
民
の
立
場
に
立
っ
た
広
報
紙
づ
く
り
を

問

一般質問一般質問

鈴木裕士議員

問

最近市が発行した情報・広報紙

問 答

答

　
　

中
国
・
四
川
省
で
の
大
地
震
は
、
亡

く
な
っ
た
方
が
六
万
人
を
超
え
、
ま
こ
と
に

痛
ま
し
い
限
り
で
あ
る
。
昭
和
五
六
年
に
建

築
基
準
法
施
行
令
が
改
正
さ
れ
、
耐
震
基

準
が
改
正
さ
れ
た
が
、
新
基
準
を
ク
リ
ア

す
る
こ
と
は
震
度
で
は
い
く
つ
ま
で
耐
え
ら

れ
る
こ
と
な
の
か
。
ま
た
、
避
難
所
と
さ
れ

る
ケ
ー
ス
が
多
い
公
共
施
設
の
数
と
、
そ
の

中
で
、
新
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
な
い
棟
数

は
。
ま
た
、
地
震
被
害
の
要
因
と
し
て
、
活

断
層
が
あ
る
が
、
笠
間
市
あ
る
い
は
隣
接

す
る
市
町
村
に
活
断
層
が
存
在
す
る
か
。

　
　

総
務
部
長

　

建
築
基
準
法
及
び
同
施
行
令
に
定
め

る
耐
震
基
準
は
、
構
造
物
が
最
低
限
度

の
耐
震
能
力
が
あ
る
こ
と
を
保
証
し
建

築
を
許
可
す
る
基
準
で
あ
る
。
具
体
的

に
地
震
規
模
を
明
記
し
て
震
度
い
く
つ

ま
で
耐
え
ら
れ
る
か
と
い
う
内
容
で
は

な
い
。
市
内
の
公
共
施
設
の
数
は
、
市
が

管
理
す
る
施
設
は
、
九
三
施
設
、
国
、
県

が
二
〇
施
設
、
合
計
一
一
三
施
設
で
あ
る
。

法
改
正
以
前
の
基
準
で
建
築
さ
れ
た
施

地
震
対
策
に
つ
い
て

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を

答 問
　
　

現
在
は
、
国
内
外
と
も
に
社
会
構

造
、
住
民
要
望
が
複
雑
化
し
て
お
り
、
行

政
を
執
行
す
る
上
で
多
角
的
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
状
態
に
あ
る
と
思
う
。
市
長

が
、
行
政
を
執
行
す
る
上
で
の
究
極
的
目

的
は
何
か
。

　
　

市
長

　

市
民
の
福
祉
向
上
で
あ
り
、
子
供
か
ら

高
齢
者
ま
で
が
安
全
で
安
心
に
豊
か
に
暮

ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
こ
と
が
使

命
だ
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
具
体
化
さ

せ
る
た
め
、市
の
総
合
計
画
を
策
定
し
た
。

行
政
の
究
極
的
目
的
は

市
長
の
理
念
と
は

設
は
四
五
施
設
で
、
棟
数
は
市
の
施
設

で
六
三
棟
で
あ
る
。活
断
層
に
つ
い
て
は
、

産
業
技
術
総
合
研
究
所
の
調
査
に
よ
る

と
、
市
内
及
び
隣
接
市
町
に
、
現
在
知

ら
れ
て
い
る
活
断
層
は
存
在
し
て
な
い
。

　
　

茨
城
県
は
小
、
中
、
高
と
も
校
舎
の

耐
震
化
率
は
全
国
で
も
低
い
が
、
耐
震
化

率
を
一
〇
〇
％
に
す
る
と
、
笠
間
市
で
は

ど
れ
ぐ
ら
い
の
費
用
が
見
込
ま
れ
る
の
か
。

施
行
令
改
正
前
の
建
物
は
、
市
全
体
で
ど

の
く
ら
い
存
在
す
る
か
。
ま
た
、
耐
震
診

断
費
用
の
一
部
を
行
政
が
負
担
し
て
安
心
で

き
る
街
造
り
を
す
べ
き
と
思
う
が
、ど
う
か
。

　
　

教
育
次
長

　

笠
間
市
公
立
学
校
施
設
整
備
計
画
は
、

平
成
二
六
年
度
ま
で
に
公
立
幼
稚
園
、
小

中
学
校
の
耐
震
化
率
を
一
〇
〇
％
達
成
す

る
計
画
で
あ
り
、
平
成
一
八
年
度
計
画
時

で
の
費
用
総
額
は
、
五
七
億
四
三
〇
〇
万

円
程
度
で
あ
る
。

　
　

都
市
建
設
部
長

　

平
成
一
九
年
度
の
固
定
資
産
概
要
調
書

か
ら
、
三
万
九
四
四
戸
で
あ
る
。
市
の
防

災
計
画
を
平
成
一
九
年
一
二
月
に
策
定
し
、

耐
震
診
断
事
業
の
助
成
事
業
に
つ
い
て

も
検
討
を
し
て
い
る
。

問

答 答答 問
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イオン進出決定後の進捗状況について
進出に伴う対応策は

問
題
に
な
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い

る
。
資
本
経
済
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ

ま
で
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
高
齢
化

社
会
や
空
洞
化
し
た
市
街
地
を
想
像
す

る
と
、
手
放
し
で
喜
ん
で
ば
か
り
は
い

ら
れ
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

　

イ
オ
ン
進
出
に
伴
い
、
商
工
者
へ
の

影
響
や
地
場
産
業
を
考
慮
す
る
旨
の
報

告
が
、
県
や
イ
オ
ン
側
か
ら
出
て
い
た

　
　

イ
オ
ン
進
出
の
説
明

会
が
行
わ
れ
た
が
、
出
席

者
か
ら
の
質
問
も
そ
れ
ほ

ど
活
発
で
な
い
中
で
今
日

ま
で
来
た
。
実
際
に
地
域

の
商
店
主
の
生
の
声
を
聞

い
て
み
る
と
、
不
安
と
も

あ
き
ら
め
と
も
聞
こ
え
る

声
と
、
イ
オ
ン
進
出
に
よ

る
相
乗
効
果
に
期
待
を

す
る
声
が
入
り
ま
じ
っ
て

い
る
こ
と
を
実
感
し
て
き

た
。

　

し
か
し
、
現
実
問
題
と

し
て
、
既
存
の
商
店
や
資

本
力
の
弱
い
店
舗
に
と
っ

て
は
、
間
違
い
な
く
死
活

が
、
そ
の
後
の
対
応
策
及
び
進
捗
状
況

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
う
か

が
う
。

　
　

市
長
公
室
長

　

茨
城
中
央
工
業
団
地
の
進
出
予
定
事

業
者
と
し
て
決
定
さ
れ
る
際
、
イ
オ
ン

側
か
ら
、
地
元
へ
の
配
慮
と
し
て
笠
間

市
の
特
色
を
考
慮
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
提

案
が
あ
っ
た
。
笠
間
市
内
の
観
光
施
設

と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
、
笠
間
市
内
へ
の
流

れ
を
つ
く
る
と
い
う
提
案
も
示
さ
れ
て

い
る
の
で
、
今
後
、
県
や
商
工
会
と
連

携
し
て
既
存
商
業
者
へ
の
支
援
策
な
ど

を
図
っ
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
地
場
産
業
へ
の
対
策
と
し
て

は
、
市
内
事
業
者
や
組
合
な
ど
と
連
携

を
図
り
な
が
ら
、
建
物
な
ど
に
笠
間
焼

や
み
か
げ
石
等
の
地
場
産
品
を
利
用
す

る
よ
う
イ
オ
ン
に
働
き
か
け
て
い
き
た

い
。

　

進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
、
現
在
イ
オ

ン
に
お
い
て
土
地
利
用
及
び
施
設
建
設

な
ど
の
具
体
的
な
全
体
事
業
計
画
を
策

定
中
で
あ
る
と
、
県
か
ら
報
告
を
受
け

て
い
る
。

　
　

イ
オ
ン
と
い
う
巨
大
な
商
店
が
地

域
の
商
工
者
と
共
存
で
き
る
の
か
、
具

体
的
な
方
策
を
う
か
が
い
た
い
。

　

ま
た
、
共
存
で
き
る
他
の
地
域
で
の

実
例
が
あ
れ
ば
、
示
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

　
　

産
業
経
済
部
長

　

今
回
の
イ
オ
ン
出
店
計
画
は
、
高
速

交
通
網
を
活
用
し
た
広
域
商
圏
型
複
合

商
業
施
設
の
整
備
で
あ
り
、
既
存
の
商

店
と
は
役
割
が
異
な
る
と
考
え
て
い
る

が
、
少
な
か
ら
ず
影
響
が
あ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
現
在
イ
オ
ン
か
ら
提
案
さ

れ
て
い
る
テ
ナ
ン
ト
誘
致
計
画
に
お
い

て
は
、
地
元
商
業
者
の
積
極
的
な
参
加

や
地
域
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な
ど
が
示
さ

れ
て
い
る
。具
体
的
な
方
策
と
し
て
は
、

地
域
で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
や
観
光

の
Ｐ
Ｒ
等
を
考
え
て
い
る
。
お
客
様
を

市
内
へ
誘
導
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
元

の
商
工
業
者
に
と
っ
て
も
、
ビ
ジ
ネ
ス

的
側
面
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

他
の
実
例
と
し
て
、
笠
間
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
は
、
地
域
の
商
業
者

が
組
合
を
つ
く
り
、
ジ
ャ
ス
コ
と
共
同

し
た
商
業
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
静

岡
県
浜
松
市
で
は
、
商
店
街
や
個
人
商

店
と
大
型
商
業
施
設
が
連
携
し
、
共
同

販
売
活
動
事
業
と
し
て
バ
ー
ゲ
ン
を
実

施
し
て
い
る
。
栃
木
県
佐
野
市
で
は
、

市
内
循
環
バ
ス
が
東
武
伊
勢
崎
線
佐
野

駅
と
大
型
店
舗
間
を
運
行
し
て
い
る
。

問

答問

地
域
の
状
況
や
企
業
に
よ
っ
て
取
り
組

み
に
違
い
が
あ
る
の
で
、
今
後
、
県
や

各
商
工
会
及
び
商
店
街
な
ど
と
連
携
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
方
策
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　

大
型
店
舗
と
の
共
存
の
道
が
あ
る

な
ら
ば
、早
い
う
ち
に
施
策
を
練
っ
て
、

商
工
者
の
生
の
声
を
聞
い
て
、
そ
の
不

安
を
取
り
除
い
た
中
で
事
業
展
開
を
進

め
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

産
業
経
済
部
長

　

商
店
街
の
低
迷
の
要
因
を
き
ち
ん
と

捉
え
て
、
イ
オ
ン
の
出
店
計
画
の
内
容

が
明
ら
か
に
な
る
時
点
で
、
市
の
総
合

計
画
等
に
基
づ
き
、
各
商
工
会
と
連
携

し
て
既
存
商
店
街
の
対
応
を
図
っ
て
い

き
た
い
。

　
　

イ
オ
ン
本
社
の
誘
致
に
つ
い
て
、

そ
の
後
の
回
答
が
届
い
て
い
な
い
が
、

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

　

ま
た
、
市
は
回
答
を
求
め
る
催
促
を

し
た
の
か
。

　
　

市
長
公
室
長

　

県
を
通
し
て
問
い
合
わ
せ
を
し
た
と

こ
ろ
、
イ
オ
ン
側
で
は
、
要
望
事
項
と

し
て
本
社
に
伝
達
さ
れ
た
が
、
誘
致
は

難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

イ
オ
ン
の
圧
倒
的
な
資
金
力
を
笠

間
市
に
呼
び
込
み
、
畜
産
試
験
場
跡
地

に
イ
オ
ン
経
営
の
大
学
建
設
を
説
得
、

誘
致
、
そ
し
て
進
出
と
同
時
に
消
費
者

を
も
連
れ
て
く
る
よ
う
な
施
策
を
提
言

し
て
い
た
だ
け
な
い
も
の
か
。
市
長
の

ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
に
期
待
す
る
。

　
　

市
長
公
室
長

　

今
回
の
イ
オ
ン
進
出
は
、
笠
間
市
に

と
っ
て
、
財
源
の
確
保
や
市
民
へ
の
新

た
な
雇
用
を
生
み
出
す
だ
け
で
な
く
、

地
域
の
活
性
化
や
畜
産
試
験
場
跡
地
利

用
な
ど
を
含
め
た
笠
間
市
全
体
の
発
展

に
つ
な
が
る
と
期
待
を
す
る
も
の
で
あ

る
。
今
後
、
イ
オ
ン
と
県
が
土
地
譲
渡

契
約
を
締
結
し
た
時
点
で
、
イ
オ
ン
に

対
し
て
、
畜
産
試
験
場
跡
地
な
ど
に
つ

い
て
有
効
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う

働
き
か
け
を
し
て
い
き
た
い
。

　
　

イ
オ
ン
の
能
力
を
ど
う
引
き
出

し
、
ど
う
活
用
し
て
い
く
の
か
。

　
　

副
市
長

　

イ
オ
ン
が
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
地

域
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
チ
ャ
ン
ス

で
あ
る
。
市
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
な
提
案

を
し
、
ま
た
、
イ
オ
ン
の
意
見
も
聞
き

な
が
ら
、
地
域
の
活
性
化
を
図
っ
て
い

き
た
い
。

イオン予定地が示された土地利用計画図

答

一般質問一般質問

村上典男議員

答

問

問答 答問

答 問
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一般質問一般質問

野口　圓議員

通
っ
て
具
体
的
に
手
当
て
が
行
わ
れ
れ

ば
、
笠
間
市
の
耐
震
化
計
画
も
前
倒
し

で
、
年
次
計
画
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
を

ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

　
　

教
育
次
長

　

笠
間
市
で
は
、
平
成
一
八
年
度
に
昭

和
五
六
年
以
前
の
校
舎
等
の
調
査
を
実

施
し
た
。

　

調
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
一
級
建
築

士
に
依
頼
し
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
づ

く
り
の
校
舎
と
鉄
骨
づ
く
り
の
屋
体
等

に
分
け
て
調
査
を
し
た
。
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
づ
く
り
で
は
、
建
築
年
数
及
び

階
数
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
、
老
朽

化
等
の
調
査
、
プ
ラ
ン
（
建
物
の
構
造

加
工
に
つ
い
て
の
調
査
）、
耐
震
壁
の

配
置
の
調
査
、
想
定
震
度
調
査
の
五
項

目
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
鉄
骨
づ

く
り
に
つ
い
て
は
、
鉄
骨
軸
組
筋
交
い

耐
震
性
能
、
鉄
骨
腐
食
度
、
座
屈
状
況
、

溶
接
状
況
、
構
造
安
全
性
、
落
下
物
等

に
か
か
わ
る
安
全
性
、
想
定
震
度
の
七

項
目
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

　

結
果
つ
い
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
強
度

が
設
計
基
準
強
度
を
著
し
く
下
回
る
校

舎
や
内
外
壁
に
部
分
的
な
ひ
び
割
れ
等

が
発
生
し
て
い
る
校
舎
が
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
校
舎
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
耐
震

性
能
の
確
認
の
た
め
、　

一
校
一
校
に

つ
い
て
詳
細
に
耐
震
診
断
を
実
施
し
、

改
築
が
必
要
な
も
の
、
耐
震
補
強
が
必

要
な
も
の
、
改
修
が
必
要
な
も
の
か
を

評
価
、
選
定
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

　

優
先
順
位
、
実
施
時
期
に
つ
い
て

は
、
平
成
一
八
年
度
に
作
成
し
た
笠
間

市
公
立
学
校
施
設
整
備
事
業
に
沿
っ
て

事
業
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
が
、
小
中
学
校
の
適
正
規
模
、
ま
た

財
政
的
な
も
の
を
勘
案
し
て
今
後
進
め

て
い
き
た
い
。

　

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
の
改

正
案
で
は
、
Ｉ
Ｓ
値
が
〇
・
三
未
満
の

も
の
に
つ
い
て
の
補
助
率
を
改
正
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
自
治
体
に

と
っ
て
は
財
政
負
担
の
解
決
に
は
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

耐
震
診
断
調
査
実
施
済
み
施
設
に
つ

い
て
は
、
友
部
中
学
校
、
岩
間
中
学
校

で
あ
る
。
耐
震
診
断

の
実
施
予
定
施
設
は
、

笠
間
小
学
校
ほ
か

一
二
施
設
で
あ
る
。

耐
震
化
率
は
、
小
学

校
五
六
・
八
％
、
中

学
校
五
九
・
一
％
、

幼
稚
園
一
〇
〇
％
、

総
体
で
は
六
〇
・
六

％
で
あ
る
。

　
　

笠
間
市
の
耐
震

化
優
先
度
順
位
調
査

表
に
つ
い
て
、
詳
し

く
聞
き
た
い
。

　

想
定
震
度
の
Ａ
Ｂ

Ｃ
と
は
、
震
度
が
い

く
つ
な
の
か
。
そ
れ

に
対
す
る
評
価
ラ
ン

ク
一
か
ら
五
の
内
容

に
つ
い
て
う
か
が

耐震化優先度調査とその補強工事について
小中学校の耐震化対策の早期実施を

　

次
に
、
平
成
二
六
年
ま
で
の
耐
震
化

工
事
の
年
次
計
画
に
つ
い
て
聞
き
た

い
。

　

ま
た
、
さ
き
の
国
会
で
地
震
防
災
対

策
特
別
措
置
法
改
正
案
が
可
決
さ
れ
、

国
庫
補
助
率
が
現
行
の
二
分
の
一
か
ら

三
分
の
二
に
増
え
た
。
そ
の
他
地
方
交

付
税
の
措
置
を
合
わ
せ
る
と
、
市
の
負

担
が
一
三
％
ぐ
ら
い
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
予
想
で
き
る
。
こ
の
改
正
案
が

　
　

四
川
大
地
震
で
は
、

多
く
の
小
中
学
校
の
校
舎

が
倒
壊
し
た
。
笠
間
市
で

は
、
小
中
学
校
の
耐
震
化

調
査
を
行
い
、
一
部
工
事

に
入
っ
て
い
る
が
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
う
か
が

う
。

　

ま
ず
、
笠
間
市
の
学
校

数
と
建
物
の
数
、
そ
の
う

ち
耐
震
補
強
が
さ
れ
た
も

の
、
も
し
く
は
耐
震
能
力

が
十
分
な
も
の
の
数
と
、

そ
の
全
体
に
対
す
る
割

合
は
ど
の
ぐ
ら
い
で
あ
る

か
。

答

答

問

問

う
。

　

ま
た
、
耐
震
性
診
断
の
費
用
は
ど
れ

ぐ
ら
い
か
か
る
の
か
。

　

笠
間
の
小
中
学
校
で
は
、
Ｉ
Ｓ
値

〇
・
三
未
満
の
も
の
は
な
い
た
め
、
財

政
的
な
手
当
て
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ

が
、
Ｉ
Ｓ
値
の
基
準
に
つ
い
て
、
再
度

う
か
が
う
。

　
　

教
育
次
長

　

想
定
震
度
に
つ
い
て
は
、
Ａ
が
震
度

五
強
以
下
、
Ｂ
が
震
度
六
弱
、
Ｃ
が
震

度
七
強
以
上
と
い
う
ラ
ン
ク
づ
け
で
あ

ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
る

か
耐
え
ら
れ
な
い
か
と
い
う
形
の
評
価

を
し
て
い
る
。

　

耐
震
診
断
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
一

件
当
た
り
八
〇
〇
万
円
程
度
で
あ
る
。

　

Ｉ
Ｓ
値
に
つ
い
て
は
、
建
物
の
耐
震

性
を
あ
ら
わ
す
指
標
で
、
〇
・
三
未
満

が
倒
壊
す
る
危
険
性
が
高
い
、
〇
・
三

以
上
〇
・
六
未
満
が
倒
壊
す
る
危
険
性

が
あ
る
、
〇
・
六
以
上
が
倒
壊
す
る
危

険
性
が
低
い
と
い
う
定
義
が
さ
れ
て
い

る
。
耐
震
診
断
を
し
た
後
の
補
強
に
つ

い
て
は
、
最
終
的
に
は
〇
・
七
以
上
の

耐
震
性
能
が
あ
る
建
物
に
改
善
し
な
さ

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法

の
改
正
案
で
優
遇
さ
れ
る
耐
震
診
断

に
よ
る
Ｉ
Ｓ
値
〇
・
三
以
下
の
建
物
は
、

本
市
の
学
校
施
設
と
し
て
は
な
い
。

　
　

岩
間
公
民
館
や
笠
間
支
所
も
か
な

り
老
朽
化
し
て
い
る
。
避
難
場
所
で
も

あ
り
、
市
民
が
、
災
害
等
の
い
ざ
と
い

う
と
き
頼
り
に
な
る
場
所
で
あ
る
。
耐

震
化
の
審
査
と
何
ら
か
の
手
を
打
つ
と

い
う
こ
と
も
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
学
校
以
外
の
建
物
に
耐

震
審
査
を
こ
の
後
実
施
し
て
い
く
の
か

を
う
か
が
う
。

　
　

総
務
部
長

　

昭
和
五
六
年
の
改
正
基
準
を
ク
リ
ア

し
て
い
な
い
施
設
に
つ
い
て
は
、
教
育

施
設
で
は
、
学
校
以
外
で
は
公
民
館
等

で
三
ヶ
所
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
笠
間
支

所
の
建
物
が
あ
る
。こ
れ
に
つ
い
て
は
、

災
害
時
の
公
共
建
築
物
の
果
た
す
役
割

の
重
要
性
を
踏
ま
え
て
、
今
後
検
討
し

て
い
き
た
い
。

耐震補強工事が完了した友部中学校

問答
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まちづくり寄附条例について
笠間市らしい条例の制定を

と
へ
の
寄
附
は
、
都
会
か
ら
地
方
へ
の

新
た
な
資
金
の
流
れ
を
形
づ
く
る
効
果

が
あ
る
。
ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度

に
よ
り
寄
附
金
控
除
の
見
直
し
が
平
成

二
一
年
度
の
個
人
住
民
税
よ
り
適
用
さ

れ
る
。
こ
れ
は
笠
間
市
に
と
っ
て
絶
好

の
チ
ャ
ン
ス
と
思
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
次
の
点
に
つ
い
て
う
か
が

う
。

　

①
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
よ
り
寄
附

金
控
除
の
見
直
し
が
図
ら
れ
、
平
成

　
　

自
治
体
や
住
民
が
選

ん
だ
政
策
メ
ニ
ュ
ー
に
対

し
て
、
全
国
の
団
体
、
個

人
か
ら
寄
附
を
募
り
、
そ

れ
を
財
源
に
政
策
を
実
行

す
る
寄
附
条
例
の
導
入
が

全
国
の
自
治
体
で
進
ん
で

い
る
。
こ
の
制
度
は
、
寄

附
者
が
政
策
を
選
ぶ
の

で
、
住
民
参
加
の
行
政
を

加
速
し
、
ニ
ー
ズ
、
要
望

の
な
い
政
策
に
は
寄
附
が

集
ま
ら
ず
、
む
だ
な
公
共

事
業
は
排
除
で
き
る
。
し

か
も
、
都
市
か
ら
ふ
る
さ

二
一
年
度
の
個
人
住
民
税
よ
り
適
用
さ

れ
る
が
、
市
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る

の
か
。

　

②
自
主
財
源
を
確
保
す
る
と
同
時

に
、
住
民
参
加
型
の
政
策
推
進
を
促
す

効
果
の
あ
る
、
ま
ち
づ
く
り
寄
附
条
例

を
制
定
し
て
は
ど
う
か
。

　
　

市
長
公
室
長

　

①
笠
間
市
で
は
、
現
在
、
寄
附
金
の

受
け
入
れ
体
制
や
寄
附
金
の
使
途
メ

ニ
ュ
ー
な
ど
に
つ
い
て
、
関
係
各
課
で

調
整
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

で
き
る
限
り
早
急
に
、
制
度
の
Ｐ
Ｒ
や

協
力
依
頼
を
開
始
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
寄
附
金
の
協
力
依
頼
に
つ

い
て
は
、
各
種
団
体
な
ど
を
通
し
て
笠

間
市
出
身
者
や
笠
間
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
会

員
、
笠
間
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
利
用
者

な
ど
に
幅
広
く
積
極
的
に
働
き
か
け
て

い
く
一
方
、
在
住
の
市
民
の
方
へ
も
、

制
度
の
周
知
と
あ
わ
せ
て
、
笠
間
市
に

寄
附
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
Ｐ
Ｒ
に
努

め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

　

次
に
、
ま
ち
づ
く
り
寄
附
条
例
つ
い

て
は
、
現
在
、
寄
附
条
例
を
制
定
す
る

方
向
で
作
業
を
進
め
て
い
る
。
で
き
る

限
り
早
い
時
期
に
条
例
制
定
に
向
け
て

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

　
　

政
策
メ
ニ
ュ
ー
を
た
く
さ
ん
用
意

し
て
、
な
る
べ
く
多
く
の
方
が
笠
間

市
の
政
策
が
わ
か
る
よ
う
な
条
例
を
つ

く
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

市
長
公
室
長

　

政
策
メ
ニ
ュ
ー
に
つ
い
て
は
、
た
く

さ
ん
用
意
し
て
い
け
ば
い
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
て
、
笠
間
市
ら
し
い
メ

ニ
ュ
ー
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
三
つ
か
ら
五
つ
ぐ
ら
い
に
絞
っ

て
、
笠
間
に
ふ
さ
わ
し
い
メ
ニ
ュ
ー
を

用
意
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

答

問

答
　
　

Ａ
Ｅ
Ｄ
に
つ
い
て
は
、
本
市
で
も

設
置
が
増
え
て
お
り
、
行
政
の
努
力
に

感
謝
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
の
点
に
つ

て
う
か
が
う
。

　

①
昨
年
一
二
月
の
一
般
質
問
の
中

で
、
小
中
学
校
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
に
つ
い

て
は
、
消
防
本
部
で
購
入
す
る
と
値
段

が
高
く
な
る
た
め
、
教
育
委
員
会
に
申

し
入
れ
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
教
育
委
員
会
は
ど
の
よ
う

に
対
応
し
た
の
か
。

　

②
ま
た
、
そ
の
後
の
消
防
本
部
の
対

応
は
。

　
　

教
育
次
長

　

教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
一
九
年
度

に
除
細
動
器
、Ａ
Ｅ
Ｄ
を
中
学
校
七
校
、

公
民
館
三
館
、
笠
間
市
総
合
公
園
管
理

棟
、
笠
間
市
民
体
育
館
、
岩
間
海
洋
セ

ン
タ
ー
に
設
置
し
た
。
今
年
度
は
、
未

設
置
の
小
学
校
一
四
校
、
幼
稚
園
二
園

に
七
月
ご
ろ
に
設
置
す
る
予
定
で
あ

る
。
ま
た
、図
書
館
三
館
に
つ
い
て
は
、

問
　
　
　

Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
に
つ
い
て

現
在
の
普
及
状
況
と
今
後
の
計
画
は

答

石田安夫議員

問

早
急
に
設
置
に
向
け
て
努
力
し
て
い
き

た
い
。

　
　

消
防
次
長

　

笠
間
市
で
は
、
平
成
一
八
年
度
よ
り

計
画
的
に
管
内
の
公
共
施
設
等
へ
の

設
置
を
進
め
る
中
、
平
成
一
九
年
末
で

二
五
施
設
へ
の
配
備
が
完
了
し
て
い

る
。
本
年
度
も
、
公
共
施
設
一
六
施
設

に
対
し
設
置
を
計
画
し
て
い
る
。
笠
間

市
立
の
施
設
の
ほ
か
、
県
立
の
施
設
、

民
間
の
施
設
を
含
め
る
と
、
五
二
施

設
、
設
置
数
は
六
八
台
で
あ
る
。
同
時

に
、
大
人
小
児
兼
用
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置

を
促
進
し
て
る
。
さ
ら
に
は
、
茨
城
県

Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
施
設
認
証
制
度
、
救
急
講

習
を
受
け
た
救
急
員
が
い
る
か
等
五
項

目
の
認
証
要
件
を
整
え
た
事
業
所
を
認

定
す
る
制
度
に
よ
り
、
届

け
出
た
事
業
所
を
明
ら
か

に
し
、
笠
間
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
表
を
し
て
い

る
。
今
後
も
、公
共
機
関
、

不
特
定
多
数
の
者
の
出
入

り
す
る
特
定
防
火
対
象

物
、
各
種
福
祉
施
設
等
に

そ
の
重
要
性
を
唱
え
、
設

置
を
呼
び
か
け
て
い
き
た

い
。

　
　

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
状
況

が
、
わ
か
れ
ば
教
え
て
い

た
だ
き
た
い
。

　
　

消
防
次
長

　

Ａ
Ｅ
Ｄ
に
よ
り
一
命
を

取
り
と
め
た
事
例
は
、
当

消
防
本
部
の
調
査
結
果
で

は
、
茨
城
県
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
施
設
認
証
制

度
に
よ
り
届
け
ら
れ
た
施
設
で
、
平
成

一
九
年
中
、
心
室
細
動
の
症
状
を
示
す

患
者
が
一
〇
人
ほ
ど
発
生
し
、
い
ず
れ

も
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
救
急
現
場
に
お
い
て
使

用
し
、
う
ち
四
名
が
一
命
を
取
り
と
め

た
。
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
的
確
に
使
用
し
救
命
さ

せ
る
に
は
、
機
器
を
取
り
扱
う
バ
イ
ス

タ
ン
ダ
ー
の
養
成
が
必
要
で
あ
り
、
消

防
本
部
は
、
毎
年
二
〇
〇
〇
人
以
上

を
目
標
に
、
三
時
間
以
上
の
講
習
会

を
実
施
し
、
平
成
二
〇
年
五
月
現
在
、

二
八
二
一
人
に
普
通
救
命
講
習
修
了
証

を
授
与
し
て
い
る
。
今
後
も
、
市
民
に

向
け
て
の
救
急
講
習
会
を
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
普

及
促
進
と
あ
わ
せ
て
開
催
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

学校に設置されたＡＥＤ

問 答答
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議議  

会会  

日日  

誌誌

■
６
月２

日
〜
17
日　

第
２
回
定
例
会

５
日　

総
務
委
員
会

　
　
　

土
木
建
設
委
員
会

６
日　

文
教
厚
生
委
員
会

　
　
　

産
業
経
済
委
員
会

９
日　

議
会
運
営
委
員
会

12
日　

文
教
厚
生
委
員
会

16
日　

議
員
全
員
協
議
会

■
７
月４

日　

第
１
回
臨
時
会

　
　
　

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

14
日　

議
会
運
営
委
員
会

18
日　

議
員
全
員
協
議
会

　
　
　

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

■
８
月６

日　

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

21
日　

議
員
全
員
協
議
会

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

地方自治の振興発展に地方自治の振興発展に

寄与された功績で表彰寄与された功績で表彰

畑岡進議員 萩原瑞子議員 中澤猛議員

行
政
委
員
会
委
員
の

行
政
委
員
会
委
員
の

選
任
な
ど
に
同
意

選
任
な
ど
に
同
意

　

市
議
会
は
、
今
期
定
例
会
に
お
い
て
、
次
の
方
々
を

そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
な
ど
に
推
薦
、
任
命
ま
た
は
選
任
す

る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

　
　

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

　
　
　
　
　
　

平　

山　
　
　

正　

氏
（
再
任
）

　
　
　
　
　
　

久
保
田　

運　

平　

氏
（
再
任
）

　
　

教
育
委
員
会
委
員

　
　
　
　
　
　

柴　

山　

博　

光　

氏
（
新
任
）

　
　

笠
間
市
等
公
平
委
員
会
委
員

　
　
　
　
　
　

飯　

嶋　

富　

重　

氏
（
再
任
）

　

議
会
だ
よ
り
第
９
号
の
編
集
後
記
（
西
山
猛
）
の
中
に

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
、
次
の
よ
う
に
訂

正
い
た
し
ま
す
。

　
「
健
全
な
地
域
社
会
が
形
成
さ
る
。」
を
「
健
全
な
地
域

社
会
が
形
成
さ
れ
る
。」
に
、「
今
会
の
研
修
の
成
果
を
、」

を
「
今
回
の
研
修
の
成
果
を
、」
に
訂
正
い
た
し
ま
す
。

議会日誌議会日誌

　会議録を笠間市議会のホーム

ページに掲載しています。

　笠間市のホームページから笠間

市議会のページへアクセスし、「会

議録」をクリックしてください。

平成 18年からの定例会・臨時会

の会議録が閲覧できます。

笠間市議会ホームページ

http://www.city.kasama.

lg.jp/gikai/index.html

会議録を会議録を
インターネットで閲覧インターネットで閲覧

お
詫
び
と
訂
正

お
詫
び
と
訂
正



傍聴のご案内

傍聴のご案内傍聴のご案内

編

集

後

記
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今
期
定
例
会
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
、
地
震
防
災
対
策
、
食
糧
と
農
業
問
題

な
ど
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
臨
時
議
会
が
開
か
れ
国
保
税
条
例

の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
定
例
会
期
中

に
も
岩
手
宮
城
内
陸
地
震
が
あ
り
ま
し

た
。
今
、
国
の
内
外
を
問
わ
ず
地
震
や
自

然
災
害
が
頻
発
し
て
い
ま
す
。
被
害
を
最

小
限
に
食
い
止
め
る
た
め
に
も
、
日
頃
か

ら
の
防
災
対
策
が
必
要
で
す
。
住
民
の
命

と
暮
ら
し
が
守
ら
れ
る
自
治
体
づ
く
り
に

一
層
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
回
か
ら
議
会
だ
よ
り
は
、
見
や
す
い

紙
面
づ
く
り
に
心
が
け
、
活
字
を
大
き
く

し
、
副
見
出
し
や
写
真
の
位
置
な
ど
も
考

慮
し
ま
し
た
。

　

今
後
と
も
、
み
な
さ
ん
に
読
ん
で
も
ら

え
る
議
会
だ
よ
り
を
目
指
し
て
努
力
し
て

ま
い
り
ま
す
。

 

（
横
倉
き
ん
）

　市議会はどなたでも傍聴できます。議会では皆さんの生活
に直結した重要な問題が審議されています。市政を身近に知
るためにも議会を傍聴してみてはいかがでしょうか。

　　手続きは簡単です

　　 本会議開催当日に、市役所 3階の受付で住所・氏名な
どを記入し、傍聴券の交付を受けて傍聴席にお入りくだ
さい。定員は、記者席を含めて 36席です。

　　傍聴される方へのお願い

　　 議会には傍聴に関しての規則があります。規則を守って
傍聴することをお願いします。

　市政などについて要望があるときは、だれでも市議会に対
し請願･陳情を行うことができます。
　請願･陳情は、文書で行うことになっていますので、次の
請願･陳情書の作成･提出方法を参考にしてください ｡

　 請願･陳情書の作成・提出方法

　1.  請願・陳情書には、特に決められた様式はありません
が、次の書式例を参考に作成してください。

　2. 請願・陳情書には、日本語を用いて件名、請願･陳情
の要旨、提出年月日、請願･陳情者の住所、氏名 ( 法
人の場合には、その名称及び代表者の氏名 )、電話番
号を記入し、請願･陳情者が押印して、笠間市議会議
長あてに提出してください。なお、提出される方が複
数の場合は、ほか○人と記入して、署名簿を添付する
か連署してください。ただし、個人においては、署名
することにより、押印を省略することができます。

3.  請願書には、紹介議員 (１人以上 )
の署名又は記名押印が必要です。
陳情書には紹介議員は必要ありま
せん。

4.  署名簿には押印が原則ですが、拇
印も認めます。

　 請願･陳情の取扱い

　1. 笠間市議会では、陳情も請願と同様に取り扱います。
　　  ただし、持参されたものについては審査をいたします

が、郵送されたものについては、議員に配布のみとし、
議員活動の参考にします。

　2.  持参いただいた請願･陳情については、文書表にして
本会議に提出、所管の委員会に付託し、審査の後、そ
の審査結果に基づき、本会議で採択、不採択の結論を
出します。

　3. 結論が出されたものについては、その旨を請願･陳情
提出者及び市長、関係機関にお知らせします。

請願・陳情

○○○に関する請願書
　　　　　　　（陳情書）

紹介議員
　笠間市議会議員
　氏名（署名又は記名押印）

陳情書に紹介議員は
必要ありません

○○○に関する請願書
　　　　　　　（陳情書）
（要旨）

平成 　年 　月　 日
笠間市議会議長
　　　　　　　　様

請願・陳情者
住所
氏名（署名又は記名押印）

ほか○人
電話番号

住　所 氏　名 印

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

委
員
長　
　

町
田　

征
久

副
委
員
長　

鈴
木　

裕
士

委
員　
　
　

石
田　

安
夫

委
員　
　
　

野
口　
　

圓

委
員　
　
　

鈴
木　

貞
夫

委
員　
　
　

西
山　
　

猛

委
員　
　
　

横
倉　

き
ん

委
員　
　
　

杉
山　

一
秀

＊ 日程に変更がある場合がありますので、詳しくは議会事務局までお
問い合わせください。

請願・陳情の
書　式　例

平成20年第3回笠間市議会定例会会期日程（案）

月　日 曜日 時　刻 会　議 議　　　　事

1 9 月 2日 火 午前 10時 本会議

開会、会議録署名議員の指名
会期の決定
請願・陳情（付託）
議案上程・提案理由の説明
質疑・討論・採決（議案の一部）

2 3 日 水 休　会 議案調査

3 4 日 木 午前 10時 本会議
会議録署名議員の指名
議案質疑・委員会付託
決算特別委員会設置・付託

4 5 日 金 休　会 常任委員会（総務・土木建設）
5 6 日 土 休　会
6 7 日 日 休　会
7 8 日 月 休　会 常任委員会（文教厚生・産業経済）
8 9 日 火 休　会 決算特別委員会（第 1日）
9 10 日 水 休　会 決算特別委員会（第 2日）
10 11 日 木 休　会 決算特別委員会（第 3日）
11 12 日 金 休　会 議事整理　　　　 
12 13 日 土 休　会
13 14 日 日 休　会
14 15 日 月 休　会

15 16 日 火 午前 10時 本会議 会議録署名議員の指名
一般質問

16 17 日 水 午前 10時 本会議 会議録署名議員の指名
一般質問

17 18 日 木 午前 10時 本会議 会議録署名議員の指名
一般質問

18 19 日 金 午前 10時 本会議

会議録署名議員の指名
各委員会委員長報告
質疑・討論・採決（議案の一部）
閉会




